
市民公益税制に係る法案作成に向けての意見 

 

 

道府県に比肩する高度な行政能力を有し、かつ、住民に最も身近な基礎

自治体でもある指定都市は、かねてから、国に対し、基礎自治体への権限

移譲を強く求め、また、権限移譲にあたっては、所要額全額を税源移譲に

より措置することを求めてきた。 

新たな認証・認定機関として指定都市を位置付けるという特定非営利活

動促進法の一部改正については、前向きに受け止めていく所存である。 

現在、検討が進められている特定非営利活動促進法の一部改正に当たっ

ては、指定都市市長会の意見も一部取り入れられているところではあるが、

その上で、今後の法案作成及び財政措置、その後の準備作業において、以

下の点について、反映されるよう強く求める。 

 

１ 今回の認定ＮＰＯ法人制度の見直し及び同時に行われる税制改正に伴

い、新たに指定都市に必要となる人件費を中心とした経費については、

準備段階から生じるものも含め、基礎自治体への他の権限移譲項目と同

様、税源移譲により所要額全額を確実に財源措置すること。 

２ 移管のスケジュール、ガイドライン、事務の詳細等の新たに指定都市

が事務を実施するにあたり必要となる情報については、可能な限り早期

に提供し、地方の自主性・独自性を最大限尊重する観点から、指定都市

と十分に協議を行い、意見を反映すること。また、法案成立後法施行ま

でに十分な準備期間を確保すること。 

３ 今後、指定都市が円滑に事務を執行することができるよう、法所管の

内閣府等関係府省庁において、指定都市から寄せられる法解釈及び実務

上の疑問への回答、国税当局への通知を含めた全国的な情報共有の仕組

みの構築など、国として十分な支援を行うこと。また、法施行後、制度

全般に係る課題への対応が必要となった際は、指定都市と十分協議した

上で、国として解決に必要な措置を講ずること。 

 



 

４ 地方税法改正案では、認定ＮＰＯ法人以外のＮＰＯ法人を個人住民税

の寄附金税額控除の対象として指定するに際しては、個別に名称等を条

例において明らかにしなければならないとしているが、根拠法令は包括

的な規定とした上で、個別の指定は条例に依らずとも地方公共団体が告

示する方式でも可能とすること。 

５ 個人住民税の寄附金税額控除の対象として指定する際に、地方公共団

体が、現行の租税特別措置法施行令等において認定ＮＰＯ法人に提出義

務が課されている書類と同様の書類を求めることができる規定を法律上

明文化すること。 

６ 内閣総理大臣は所轄庁に対し、勧告等の措置を行うべきことを指示す

ることができるものとすることとされているが、地域のことは地域に住

む住民が自ら決めるとの理念の下、地方自治体へ権限を移譲するのであ

れば、内閣総理大臣は所轄庁に対し、意見を述べることができるものと

するなど、地方の自主性・自立性に配慮した規定へ修正すること。 

７ 今回の制度改正、権限移譲に伴って、ＮＰＯ法人や国民に混乱を生じ

させることのないよう、国として適切な広報を行うこと。 

 

 

 

平 成 2 3 年 ６ 月 １ 日 
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